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農地を他の地目に転用する場合は、
農地法の許可が必要です。
農地法の許可を得ずに無断転用した場合は法律により罰せられます。

　

5
月
1
日
か
ら
「
戸
籍
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
」
が
施
行
さ
れ
ま

す
。

　

以
下
、
そ
の
改
正
理
由
や
改
正
の

要
点
を
「
質
問
＆
答
え
」
で
紹
介
い

た
し
ま
す
。

質
問
：
今
回
の
改
正
で
戸
籍
ル
ー
ル

の
ど
の
よ
う
な
点
が
変
わ
り

ま
す
か
？

答
え
：
大
き
く
は
2
つ
で
す
。
1
つ

は
結
婚
な
ど
の
届
出
の
際
に

本
人
確
認
が
法
律
上
の
ル
ー

ル
と
な
り
ま
す
。
も
う
ひ
と

つ
は
、
戸
籍
の
証
明
書
を
取

得
す
る
要
件
や
手
続
き
が
厳

し
く
な
り
ま
す
。 

質
問
：
な
ぜ
、
届
出
の
際
の
本
人
確

認
が
法
律
上
の
ル
ー
ル
と
な

る
の
で
す
か
？

答
え
：
最
近
、
他
人
が
勝
手
に
う
そ

の
届
出
を
し
て
、
戸
籍
に
真

実
で
な
い
記
載
が
さ
れ
る
事

件
が
起
こ
っ
て
い
る
為
、
こ

の
ル
ー
ル
が
必
要
と
な
り
ま

す
。

質
問
：
具
体
的
な
取
扱
は
ど
う
な
り

ま
す
か
？

答
え
：
結
婚
・
離
婚
・
養
子
縁
組
・

養
子
離
縁
・
認
知
の
5
つ
の

届
出
の
際
、
必
ず
窓
口
に
こ

ら
れ
た
方
の
本
人
確
認
を
行

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
届
出

の
本
人
で
あ
る
こ
と
が
確
認

で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、

届
出
が
受
理
さ
れ
た
こ
と
を

本
人
に
通
知
い
た
し
ま
す
。

質
問
：
本
人
確
認
の
方
法
は
ど
う
な

り
ま
す
か
？

答
え
：
運
転
免
許
証
・
写
真
付
き
の

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
な
ど

の
提
示
を
受
け
て
行
い
ま
す
。

質
問
：
戸
籍
の
謄
・
抄
本
な
ど
証
明

書
を
取
る
手
続
き
は
ど
う
な

り
ま
す
か
？

答
え
：
最
近
、
不
正
に
他
人
の
戸
籍

の
証
明
書
を
取
得
す
る
事
件

が
発
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

個
人
情
報
を
保
護
す
る
た
め

に
、
証
明
書
を
取
る
要
件
が

厳
し
く
な
り
ま
す
。

質
問
：
具
体
的
に
は
ど
う
厳
し
く
な

る
の
で
す
か
？

答
え
：
他
人
の
戸
籍
の
証
明
書
を
取

る
に
は
、
正
当
な
請
求
理
由

を
詳
し
く
請
求
書
に
記
載
す

る
こ
と
に
な
り
、
本
人
確
認

や
代
理
人
、
使
い
の
方
の
代

理
権
限
等
（
委
任
状
）
の
確

認
も
必
要
と
な
り
ま
す
。

住民税務課よりお知らせ

戸籍法改正により（届出・
戸籍取得の際）窓口での本
人確認が厳格になります。

電話 0994-22-3039本庁住民税務課
電話 0994-25-2511支所住民生活課

農業委員会よりお知らせ

平成20年3月1日から錦
江町全域で下限面積が
30アールになります。

電話 0994-22-3035本庁産業振興課
電話 0994-25-2511支所産業建設課

　

耕
作
を
目
的
と
す
る
農
地
の
売
買
、

貸
借
は
、
農
地
法
の
許
可
が
必
要
で

す
。

　

そ
の
許
可
基
準
の
中
の
一
つ
に
下

限
面
積
が
あ
り
ま
す
。

　

下
限
面
積
と
は
、
権
利
取
得
後
の

経
営
面
積
（
自
作
地
＋
小
作
地
）
が

都
道
府
県
知
事
が
定
め
た
基
準
面
積

（
こ
れ
を
「
下
限
面
積
」
と
い
う
）

以
上
に
な
ら
な
い
と
許
可
で
き
な
い

と
定
め
た
も
の
で
す
。


